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みなとVISAカード法人会員規約 

（コーポレートカード用・会社一括方式） 

 

 

カードショッピング条項 

第２６条（カードショッピング） 

１．利用可能な加盟店等 

(３)国際提携組織と提携した銀行・クレジットカード会

社（以下「海外クレジットカード会社」という）の加盟店 

 

 

 

 

カード管理者向けＷＥＢサービス利用条項 

第３４条（カード管理者向けＷＥＢサービスの内容） 

１．「カード管理者向けＷＥＢサービス」は、会員または

会員になろうとする法人（以下、第３８条まで総称して

「会員」という）がインターネット上で各種入会・変更手

続きを実施することを可能とするサービスをいいます。 

２．会員が利用できるカード管理者向けＷＥＢサービ

スの具体的な内容については、別途当社から会員に対し

公表あるいは案内するものとします。 

３．会員は、カード管理者向けＷＥＢサービスを利用

するためには、別途当社が指定する方法により利用登録

を行うものとします。 

４．当社は、カード管理者向けＷＥＢサービスの全部

または一部について、予告なく変更・中断・廃止できるも

のとします。その結果、会員または使用者に不利益が生

じても、当社は何ら責任を負うものではありません。 

５．会員は、カード管理者向けＷＥＢサービスを自らの

責任において利用するものとし、これによって被った会員ま

たは使用者の損害について、当社は何ら責任を負うもの

ではありません。 

第３５条（ＵＲＬ等の管理） 

１．会員は、カード管理者向けＷＥＢサービスについて

当社が発行する専用ＵＲＬその他当社が提供する情

報（以下、まとめて「ＵＲＬ等」）の管理および使用に

ついて責任を負うものとし、ＵＲＬ等の管理不十分、使

用上の過誤または第三者による不正利用等による会員
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または使用者の損害については、当社は一切の責任を

負わないものとします。 

２．会員は、第三者によってＵＲＬ等が不正に使用さ

れていることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を

通知し、当社からの指示がある場合にはこれに従うものと

します。ただし、当該通知あるいは当社からの指示により

当社が損害の補填の義務を負担するものではありませ

ん。 

第３６条（変更の届出） 

会員は、カード管理者向けＷＥＢサービスの利用登録

の際に届け出た内容について変更があった場合、すみや

かにその旨を当社が指定する方法により届け出るものとし

ます。 

第３７条（カード管理者向けＷＥＢサービスの利用の

中止等） 

１．会員がカード管理者向けＷＥＢサービスの利用の

中止を希望するときは、当社が指定する方法により届け

出るものとします。 

２．会員がカード管理者向けＷＥＢサービスを利用す

ることにより発生した一切の債務は、カード管理者向けＷ

ＥＢサービスの解約後も何ら影響はなく、その処理に必

要な限度でなお本利用条項が適用されるものとします。 

３．会員について以下のいずれかの事由が発生した場

合、当社は何らの通知催告を要せず直ちにカード管理

者向けＷＥＢサービスの利用をさせないことができるもの

とします。 

（1）カードが解約された場合 

（2）本利用条項に違反した場合 

（3）カード管理者向けＷＥＢサービスを 6 カ月以上ご

利用になっていない場合 

（4）その他、当社が不適当と判断する行為を行った場

合 

第３８条（カード管理者向けＷＥＢサービスの免責事

項） 

１．当社の責によらない、通信機器、端末等の障害お

よび通信上の障害やインターネット環境等の事由により、

カード管理者向けＷＥＢサービスの提供が遅延または不

能となった場合、もしくは、当社が送信した情報に誤謬、

脱落が生じた場合、そのために生じた会員または使用者
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の損害については、当社は何ら責任を負うものではありま

せん。 

２．当社に故意または重過失がある場合を除き、カード

管理者向けＷＥＢサービスを利用することによって生じた

いかなる損害についても、当社は何ら責任を負うものでは

ありません。 

 

 

（2025年4月改定） 
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